
東京信用保証協会 

 

第１ 監査の目的 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項に基づき、都が補助金交付等の財政

援助を行っている団体に対して、財政援助に係る事業が、その目的に沿って適正に執行されてい

るか、監査を実施する。 

 

第２ 監査対象の概要 

１  事業の内容 

（１）事業の概要  

東京信用保証協会（以下「協会｣という。）は、信用保証協会法（昭和２８年法律第１９６号）

に基づき設置されている法人で、中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれら

の者に対する金融の円滑化を図ることを目的として、主に次の事業を行っている。 

ア 中小企業者又はこれらの組織する組合が、銀行その他の金融機関から資金の貸付又は給付

を受けること等により、金融機関に対して負担する債務の保証 

イ 中小企業者が発行する社債のうち、銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の

保証 

ウ 前項に掲げる業務に付随し、本協会の目的を達成するために必要な業務 

（２）都との関係 

都は、協会が行う保証債務履行の事業に対して、表１のとおり、平成１７年度８９億５，６

３４万余円、平成１８年度８７億７，１２４万余円の補助金を交付し、信用保証の事業に対し

て、表２のとおり、平成１７年度９，９９２万余円、平成１８年度１億５５１万余円の負担金

を交付している。また、東京都中小企業制度融資の預託金として、表３のとおり、平成１７年

度５６３億４，９００万円、平成１８年度５０１億２，２００万円を新たに貸し付けており、

平成１８年度末における貸付残高は、１，５０４億１，８００万円となっている。 

なお、協会の設立以降、平成１２年度までに合計で１２９億１，９５４万余円を出えんして

いる。 

 

２  組織 

協会は、事務所を中央区八重洲二丁目６番１７号に置き、役員１９名（理事長１名、専務理事

１名、常務理事２名、理事１２名、監事３名）（うち非常勤役員１０名）及び職員６７０名で、

２本部２室８部１１支店をもって構成されている。 

 

 - 169 -



第３ 監査の範囲及び実地監査期間 

１ 監査の範囲 

平成１７年度及び平成１８年度の事業について実施した。 

２ 実地監査期間 

（１）産業労働局 平成１９年１１月７日及び同月１６日 

（２）協会    平成１９年１１月８日、同月１２日から１５日まで 

 

第４ 監査の結果 

１  事業実績について 

平成１７年度及び平成１８年度における実績は、表１、表２及び表３のとおりであり、事業実

績報告書を中心に監査を行い、対象事業の執行状況や経理状況について関係書類等を確認した結

果、事業は目的に沿って適正に執行されている。 

 
（表１）補助実績                              （単位：千円）

対象事業（補助要綱等） 

 概要・実績等 
補助対象額 補 助 額 補 助 率 等 

１ 東京都中小企業制度融資保証債務履行補助金 

（東京都中小企業制度融資保証債務履行補助金交付要綱）

 

中小企業の資金需要に対する保証促進及び中小企

業金融の円滑化を図ることを目的とする。 

 

○平成１７年度 

代位弁済時補助     3,249件    3,537,482千円

通常償却時補助     2,696件    2,554,083千円

５年償却時補助     2,591件    2,864,782千円

 

○平成１８年度 

代位弁済時補助   2,646件    2,770,497千円

通常償却時補助     2,178件    2,107,195千円

５年償却時補助     3,275件    3,893,556千円

 

 

※通常償却…債務者が死亡、解散、法的整理等により回収不

能となった求償権を会計上損金処理するもの 

※５年償却…代位弁済後、５か年を経過した求償権を会計上

損金処理するもの 

 

 

 

 

 

 

平成１７年度 

8,956,347

 

 

 

平成１８年度 

8,771,249

 

 

 

 

 

平成１７年度 

8,956,347 

 

 

 

平成１８年度 

8,771,249 

 

 

代位弁済した 

額から保険金 

等を除いた額 

・信用保証制度… 協会が信用保証を承諾し金融機関から融資を受けた中小企業者が、その借入金の

返済ができなくなった時、協会が中小企業者に代わって金融機関に支払う仕組み(代

位弁済)を信用保証制度という。なお、中小企業者は、融資が実行された際に所定の

保証料を支払わなければならない。 
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（表２）負担実績                              （単位：千円）

対象事業（要項等） 

 概要・実績等 
信用保証料 保証料負担額 負 担 割 合 

１ 東京都中小企業制度融資信用保証料負担金 

（東京都中小企業制度融資要項） 

 

制度融資を利用する中小企業者に対して、信用保

証料補助を実施することにより、金利等負担軽減を

図ることを目的とする。 

 

○平成１７年度 

                                  1,692  件

                                 99,490千円

 

○平成１８年度 

                                  1,789  件

                                105,469千円

 

 

 

 

 

 

平成１７年度 

868,639

 

 

平成１８年度 

897,737

 

 

 

 

 

 

平成１７年度 

99,490 

 

 

平成１８年度 

105,469 

 

 

・経営一般は 

保証料率のうち

0.1%相当 

・災害復旧は 

保証料の全額 

・企業再建は 

保証料の1/2 

・平成17年度ｸｲ

ｯｸ融資(会計情

報)は 

保証料率のうち

0.2%相当 

 

２ 小規模企業向長期資金融資信用保証料負担金 

（東京都中小企業制度融資要項） 

 

施設改善に資することを目的とした融資を利用す

る小規模企業及び組合に対して、信用保証料補助を

実施することにより、金利等負担軽減を図ることを

目的とする。 

 

○平成１７年度 

                                     20  件

                                    437千円

 

○平成１８年度 

                                      2  件

                                     47千円

 

 

 

 

 

 

 

平成１７年度 

666

 

 

平成１８年度 

71

 

 

 

 

 

 

 

平成１７年度 

437 

 

 

平成１８年度 

47 

 

 

・保証料の1/2

・従業員数が 

基準以下の場

合は保証料の

2/3 

平成１７年度合計 869,305 99,927 

平成１８年度合計 897,808 105,516 

 
（表３）貸付実績                                                           （単位：百万円）

対象事業（契約件名） 

 概要等 

融資目標額 

(保証承諾実績)
貸 付 金 額  

１ 東京都中小企業制度融資 

（東京都中小企業制度融資要項） 

 

中小企業の金融円滑化を図るため、各種融資制度

を設け融資の原資となる資金を金融機関へ預託し、

中小企業の資金使途に応じて低利な資金を供給する

ことを目的とする。 

 

 

 

平成１７年度 

1,750,000

(1,835,687)

 

平成１８年度 

1,750,000

(1,997,944)

 

 

平成１７年度 

56,349 

 

 

平成１８年度 

50,122 

 

 

融資目標額及

び金利等に基

づき算定した

貸付金額 
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